
 

令和６年第２回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第５７号 別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部改正について 

議第５８号 別府市職員等の旅費に関する条例等の一部改正について 

議第５９号 別府市税条例の一部改正について 

議第６０号 別府市税特別措置条例の一部改正について 

議第６１号 別府市立図書館設置及び管理に関する条例の全部改正について 

議第６２号 別府市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格

に関する条例の一部改正について 

議第６３号 動産の取得について 

議第６４号 新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について 

議第６５号 他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させるこ

とに関する協議について 

議第６６号 市長専決処分について 

議第６７号 市長専決処分について 

議第６８号 市長専決処分について 

議第６９号 市長専決処分について  
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議第５７号  

   別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等

の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）により行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

の一部が改正され、同法別表第２が削られたこと及び生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）の一部が改正され、「進学準備給付金」が「進学・就職準備給

付金」に改めれたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改め

ます。（第４条関係）  

 (2) 「同表（法別表第２）の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人

情報」に改めます。（第４条関係）  

 (3) 「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改めます。（別表第１、

別表第２関係）  

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 総務部総務課  

 

議第５８号  

   別府市職員等の旅費に関する条例等の一部改正について 

１ 趣旨 

  国内外の経済社会情勢の変化に柔軟に対応するため、宿泊料を見直すこと等

に伴い、次の条例を改正します。  

 (1) 別府市職員等の旅費に関する条例  

 (2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

 (3) 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例  

 (4) 別府市教育委員会教育長の給与等に関する条例  

 (5) 競輪事業管理者の給与及び旅費に関する条例  

２ 議案の内容  

 (1) 前項第１号の条例の改正の内容  

  ア 条例第２６条に次の１項を加えます。 

   ３ 旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により
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旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上

困難であると市長が認める場合は、別に定める旅費を支給することができ

る。（第２６条関係）  

  イ 条例別表中 甲地方の宿泊料を「12,500 円」から「16,000 円」に、乙地

方の宿泊料を「11,000 円」から「14,000 円」に改正します。  

 (2) 前項第２号から第５号までの条例の改正の内容  

   各条例の別表中 甲地方の宿泊料を「15,000 円」から「19,000 円」に、乙

地方の宿泊料を「12,500 円」から「16,000 円」に改正します。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第５９号  

   別府市税条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が公布されたこと

に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出さ

れた当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象と

すること等とします。 

３ 施行期日 令和７年４月１日。一部は、公益信託に関する法律（令和６年法

律第３０号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日  

４ 担当課 総務部市民税課  

 

議第６０号  

   別府市税特別措置条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令（平成２７年総務省

令第７３号）の一部が改正され、地域再生法（平成１７年法律第２４号）第１

７条の６に規定する総務省令で定める施設の設置期限が延長されたこと等に

伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 「令和４年３月３１日まで」を「令和８年３月３１日まで」に改めます。

（第３条関係）  
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 (2) 引用する条項の移動等に伴い、所要の改正をします。（第３条関係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部資産税課 

 

議第６１号  

   別府市立図書館設置及び管理に関する条例の全部改正について 

１ 趣旨 

  別府市立図書館及び別府市共創交流拠点こもれびパークによって構成する複

合施設の設置に伴い、条例を全部改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 条例は、総則、別府市立図書館、別府市共創交流拠点こもれびパーク及び

補則の４章となります。  

 (2) 第１章総則は、目的、名称及び位置、複合施設の構成並びに運営の基本方

針を定めます。  

 (3) 名称は、別府市立図書館等複合施設とします。  

 (4) 位置は、別府市大字別府字野口原３０１３番１とします。  

 (5) 第２章別府市立図書館は、図書館の目的、職員、利用者の秘密を守る義務、

利用の制限、図書館協議会及びラーニングコモンズの専用使用について規定

します。 

 (6) 図書館の目的では、図書館に設ける地域・郷土資料館及びラーニングコモ

ンズについても定めます。  

 (7) 第３章別府市共創交流拠点こもれびパークは、こもれびパークの目的、こ

もれびパークの事業、こもれびパークの使用の許可等、こもれびパークの使

用許可の取消し等、こもれびパークの使用料、こもれびパークの目的外使用

等の禁止、指定管理者による管理及び利用料金について規定します。  

 (8) こもれびパークの目的では、こもれびパークに設けるアクティブコモンズ

及びクリエイティブコモンズについても定めます。  

 (9) 第４章補則は、損害賠償及び委任について規定します。  

３ 施行期日 規則で定める日  

４ 担当課 教育部教育政策課  
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議第６２号  

   別府市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関

する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  水道法（昭和３２年法律第１７７号）等の一部改正により、水道事業の権限

が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されたこと並びに布設工

事監督者及び水道技術管理者の資格要件が見直されたことに伴い、条例を改正

します。 

２ 議案の内容  

 (1) 布設工事監督者の資格を見直します。（第４条関係）  

 (2) 水道技術管理者の資格を見直します。（第５条関係）  

 (3) 「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改めます。（第５条第

６号関係） 

３ 施行期日 令和７年４月１日。一部は公布の日 

４ 担当課 上下水道局工務課  

 

議第６３号  

   動産の取得について 

１ 趣旨 

  動産を買い入れることについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（平成２年別府市条例第１７号）第３条の規定により、

議会の議決を求めるものです。 

２ 議案の内容  

 (1) 取得動産 高規格救急自動車 １台 

 (2) 契約金額 ２４，６２７，９００円 

        （うち消費税及び地方消費税２，２３８，９００円） 

 (3) 契約の相手方 大分市長浜町二丁目２番３２号  

           株式会社消防防災大分本店  

            本店長 葛 城 繁 利 

３ 担当課 消防本部警防課  

 

  



5 

議第６４号  

   新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について 

１ 趣旨 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により本市

の区域内に新たに生じた次に掲げる土地を確認し、同法第２６０条第１項の規

定により町の区域を変更することについて、議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容   

新たに生じた土地  編入する町  

 

大分県別府市北的ケ浜町１１８３番５に接する

護岸敷、同護岸敷に接する国有海浜他、同市北浜

三丁目８１８番３２９から同市北浜三丁目８１

８番３５６を経て同市北浜二丁目８１８番７１

に至る間の土地に接する無番地、同市北浜二丁目

８３３番１４及び同市北浜一丁目８１８番３９

４の地先の公有水面埋立地９，５５６．０１平方

メートル 

 

北浜三丁目  

３ 担当課 総務部総務課  

 

議第６５号  

   他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることに

関する協議について 

１ 趣旨 

  地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、協議により他の普通地方

公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることについて、同条第３項

の規定により議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 利用に供させる公の施設を設置する他の普通地方公共団体は、大分市です。 

 (2) 利用に供させる大分市の公の施設は、大分市大在東グラウンドです。 

３ 担当課 企画戦略部政策企画課  
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議第６６号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１３６号）が令和６

年３月３０日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例

の改正を地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分

しましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和６年別府市条例第２２号  

        別府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 (2) 処分年月日 令和６年３月３０日  

 (3) 主な改正内容  

  ア 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２４万円（改正前２２万

円）に引き上げます。（第３条関係）  

  イ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準に

ついて、５割減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ず

べき金額を２９万５千円（改正前２９万円）に、２割減額の対象となる所

得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を５４万５千円（改正前

５３万５千円）に引き上げます。（第２５条関係） 

 (4) 施行期日 令和６年４月１日  

３ 担当課 いきいき健幸部保険年金課  

 

議第６７号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３

０日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しました

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和６年別府市条例第２３号 

        別府市税条例の一部を改正する条例 

 (2) 処分年月日 令和６年３月３１日 

 (3) 主な改正内容  
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  ア 地方税法の改正にあわせて関係規定を新設します。  

  イ 地方税法の改正による条項の移動等に伴う所要の改正をします。  

 (4) 施行期日 令和６年４月１日 

３ 担当課 総務部市民税課  

 

議第６８号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３

０日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しました

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和６年別府市条例第２４号 

        別府市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 (2) 処分年月日 令和６年３月３１日  

 (3) 主な改正内容  

   地方税法の改正による条項の移動等に伴う所要の改正をします。  

 (4) 施行期日 令和６年４月１日  

３ 担当課 総務部資産税課 

 

議第６９号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  児童生徒用机・椅子のスチール製への更新事業について、昨今の物価高騰の

影響を鑑み、見積単価の見直し及び事業計画の前倒しによる全体事業費の縮減

を図るため、補正予算を地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長に

おいて専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を

求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和６年度別府市一般会計補正予算（第１号） 

 (2) 処分年月日 令和６年４月１７日 

３ 担当課 教育部教育政策課 


